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今年度要求のポイント

4,080

10

扶助費

国民年金法の改正により、国籍条項が撤廃され、外国人にも国民年金
法が適用されたが、年金制度上の理由により、老齢年金等を受給でき
ない在日外国人の福祉の向上を図るため。

継続実施予定

【今後（25年度～）】

その他　特記事項スケジュール（経過及び今後展開）

合計

平成８年度　大阪府内の市町村で在日外
国人高齢者給付金制度の実施

4,210 4,090

　H8～　H　　

項目

主な要求内容 （単位：千円）

通信運搬費

全体事業費

昨年度の実績に基づき予算要求する

23年度予算

その他

4,0904,2103,800

給付金

10

内容・積算等24年度要求額

継続実施予定

【経過（～23年度）】 【24年度】

年金の制度上の理由により、老齢年金等を受給できない在日外国人高
齢者に対して次のとおり給付金を支給する。
【対象者】
①大正15年4月1日以前に生まれた者で本市の区域内に居住地を有し、
日本国籍を有せず、昭和57年１月1日以前から引き続き外国人登録をし
ている者
②大正15年4月1日以前に生まれた者で本市の区域内に住所を有し、昭
和57年1月1日以前に外国人登録をし、かつ同日以降に帰化した者

※ただし、生活保護の受給者、一定額の公的年金等の受給者及び養護
老人ホーム等に入所されている方などは対象外となる。

【給付額】
月額1万円（年間12万円）

事業目的

事業内容

関連事業

マスタープラン
３つの挑戦

－整理番号 11 - 054

4,200

2 局・課名 健康福祉局　高齢施策推進課

平成23年度予算額 平成24年度要求額

事業期間

区分
その他一般施策

－

平成22年度決算額

事 業 費

事 業 名 外国人高齢者給付金

(単位　千円)

マスタープラン

施策番号
1


